
 

南相馬市住宅購入等世帯定住促進事業奨励金交付要綱 

 

令和３年３月２６日告示第５４号 

改正 令和３年９月２９日告示第１７７号 

令和４年３月２４日告示第５１号 

令和５年３月２８日告示第９１号 

令和５年６月１３日告示第１４２号 

令和５年１１月１日告示第２２３号 

南相馬市若者等世帯定住促進事業奨励金交付要綱（平成３０年南相馬市告示第８０号）の

全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地域の担い手となる就業世代や子育て世代の本市への定住の促進と、

世代間支え合いの環境整備により、地域コミュニティを創生し、地域活力を活性化するこ

とを目的として、市内で住宅を取得する世帯に対し、南相馬市補助金等の交付等に関する

規則（平成１８年南相馬市規則第３８号。以下「規則」という。）及びこの告示に定める

ところにより、予算の範囲内において奨励金を交付するものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 定住 永住することを前提に本市に住所を有し、居住の実態があることをいう。 

(2) 住宅購入等世帯 多世代同居世帯、近居世帯、多子世帯及び移住定住世帯をいう。 

3) 多世代同居世帯 子（１人以上で年齢は問わないものとし、奨励金の交付申請時にお

いては、胎児も含む。以下同じ。）、子の父母（どちらか一方の場合を含む。以下同じ。）

及び子の祖父母等（祖父母及び曾祖父母をいい、祖父若しくは祖母又は曾祖父若しくは

曾祖母のいずれか１人の場合を含む。以下同じ。）の３世代以上が同一の住宅に居住す

る世帯をいう。 

(4) 近居世帯 子、子の父母及び子の祖父母等のうち、三世代以上の各世代が近居（各世

代の住宅敷地の最短直線距離が、約１，０００メートル以内で市内に居住）している世

帯をいう。 

(5) 多子世帯 父母（どちらか一方の場合を含む。）が扶養する１８歳以下の同居の子（１

８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者に限る。ただし、奨励金の交

付申請時においては胎児も含む。）が３人以上いる世帯をいう。 

(6) 移住定住世帯 転入後、５年以内に住宅を取得し居住する夫婦（ひとり親世帯を含む）

又は、住宅取得後１年以内に転入した世帯で、申請時点において、夫婦のいずれか（ひ

とり親世帯の場合は、その親）が満４３歳未満の世帯をいう。 

(7) 転入 他の市区町村から本市に住所を異動することをいう。 

(8) 住宅取得 新築住宅又は中古住宅を自らの居住の用に供するため、所有権を取得し、

不動産登記法（平成１６年法律第１２３号。以下「法」という。）第３条第１号の所有



 

権の登記を完了することをいう。 

(9) 新築住宅 新たに建築した一戸建て住宅又は併用住宅（延べ床面積の２分の１以上が

自らの居住の用に供されているものに限る。以下同じ。）で、当該住宅完成後居住の用

に供されていないものをいう。 

(10) 中古住宅 過去に居住用として使用された一戸建て住宅又は併用住宅で、南相馬市

家屋課税台帳に登録されているものをいう。 

(11) 特定区域 市内の帰還困難区域を除く旧避難指示区域をいう。 

(12) 空き家 市内に存し、おおむね１年以上使用されておらず、同一敷地内において、

居住及びその他の使用の実態がない住宅をいう。 

(13) 空き家解体 空き家を解体し、その敷地に新築住宅を取得するために行う工事をい

う。ただし、申請者（奨励金の交付を受けようとする世帯の代表者（以下「申請者」と

いう。））が自ら実施する工事に限る。 

（対象事業、対象世帯及び奨励金の額） 

第３条 奨励金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）、対象世帯、奨

励金の額及び算定方法は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２ 奨励金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（奨励金の加算） 

第４条 市長は、奨励金の交付を受けようとする者が、別表第２の要件に該当するときは、

別表第１に定める奨励金の額に、別表第２の金額を加算して交付するものとする。 

２ 市長は、奨励金の交付を受けようとする県外から転入する住宅購入等世帯が、福島県来

てふくしま住宅取得支援事業（平成２９年８月２１日付け２９建第１０５８号）の対象要

件に該当するときは、当該事業に定める額を別表第１に定める住宅取得事業の奨励金の額

に加算して交付するものとする。 

（奨励金の交付申請等） 

第５条 奨励金の交付を受けようとする世帯の代表者（以下「申請者」という。）は、交付

対象事業を完了した日（新築住宅の場合は法第２７条第１号に掲げる日付、中古住宅の場

合は、法第５９条第３号に掲げる日付をいう。以下同じ。）から起算して１年以内に、住

宅購入等世帯定住促進事業奨励金交付申請書兼請求書（様式第１号。以下「申請書」とい

う。）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 規則第１３条の規定による実績報告は、前項の申請書をもって、これに代えるものとす

る。 

（奨励金の交付決定等） 

第６条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに奨励金の交付の可否を決定するととも

に、申請者に住宅購入等世帯定住促進事業奨励金交付決定通知書（様式第２号）を通知す

るものとする。 

２ 規則第１４条の規定による通知は、前項の交付決定通知書をもって、これに代えるもの

とする。 

（奨励金の返還） 



 

第７条 市長は、奨励金の交付を受けた世帯が、次の各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、交付した奨励金を返還させるものとする。 

(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。 

(2) 奨励金を交付された日から起算して５年未満で、この告示の趣旨に反して全世帯員が

市外に転出したとき。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年９月２９日告示第１７７号） 

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の南相馬市住宅購入等世帯定住

促進事業奨励金交付要綱の規定は、令和３年６月１５日から適用する。 

附 則（令和４年３月２４日告示第５１号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２８日告示第９１号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年６月１３日告示第１４２号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南相馬市住宅購入等世帯定住促進事業奨励金

交付要綱の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

 

別表第１（第３条関係） 

対象世帯 奨励金の額 算定方法 

「多世代同居世帯」「近居世帯」「多子世帯」「移住

定住世帯」となることを目的に住宅取得を行い、次に

掲げる要件を全て満たす世帯 

(1) 定住する意思があり、5年以上定住を誓約でき

るもの。 

(2) 市内の住宅を取得したこと。 

(3) 取得した住宅の登記において、次に掲げる日付

が令和4年4月2日以降であること。 

ア 新築住宅の場合は、法第27条第1号に掲げる日付

イ 中古住宅の場合は、法第59条第3号に掲げる日付

(4) 法第59条第4号に掲げる所有権の権利者が、当

該世帯員のいずれかを含むこと。 

(5) 取得した住宅に住所を有し、居住の実態がある

１００万円１世帯当たり左記の額

を交付する。ただし所有

権が対象世帯の欄（４）

の世帯員以外である場

合は、奨励金から奨励金

の額に当該世帯員以外

の持分を乗じて得た額

（その額に１，０００円

未満の端数を生じたと

きは、その端数を切り捨

てた額）を減じて得た額

を交付する。 



 

こと。 

(6) 市区町村税の滞納がないこと。 

(7) 世帯員のいずれもが暴力団員等でないこと。 

(8) 世帯員のいずれもが、以前にこの事業による奨

励金の交付を受けていないこと。 

(9) 地域自治会（隣組）に加入し、又は加入の見込

みがあること。 

 

別表第２（第４条関係） 

対象加算金 対象世帯 加算金の額 算定方法 

特定区域加算金 特定区域に住宅を取得

した世帯 

２５万円１世帯あたり左記の

額を交付する。この

場合において、各加

算金は併給可とす

る。 

移住定住加算金 移住定住世帯 ２５万円

空き家解体加算金 空き家解体後、その敷地

に新築住宅を取得する

世帯 

５０万円
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